
お知らせコーナー

本庁市民健康課健康指導G（すこやかふれあいプラザ内）
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G
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出張健康相談

保健センターで実施する保健事業

地 域 月　日 時　間 場　　所

川 内

11/21(水) ９:30〜11:00 下 手 公 民 館

11/22(木) ９:30〜11:00 坊 ノ 下 公 民 館

11/27(火) ９:30〜11:00 平 佐 麓 公 民 館

11/29(木) ９:30〜11:00 川 原 田 公 民 館

　

く
だ
さ
い
。

　

＊
す
で
に
請
求
さ
れ
た
方
へ
の
国

　
　

債
の
交
付
に
期
間（
15
カ
月
）を

　
　

要
し
て
い
ま
す
。

●
問
合
先
＝
本
庁
福
祉
課
福
祉
Ｇ

　
（
内
線
２
１
２
１
）

戦
傷
病
者
な
ど
の
妻
に
対
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　

特
別
給
付
金

　

戦
傷
病
者
な
ど
の
妻
で
、
次
に
該

当
す
る
場
合
、
特
別
給
付
金
が
支
給

さ
れ
ま
す
。
手
続
き
が
済
ん
で
い
な

い
方
は
、
早
め
に
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。

第
18
回
ま
た
は
第
20
回
特
別
給
付
金

を
受
給
し
て
い
た
場
合

①
継
続
支
給
対
象
者
＝

　

平
成
18
年
10
月
１
日
に
増
加
恩
給
、

　

傷
病
年
金
な
ど
を
受
給
し
て
い
る

　

戦
傷
病
者
の
妻

②
特
例
支
給
対
象
者
＝

　

平
成
８
年
10
月
１
日
〜
平
成
15
年

　

３
月
31
日
ま
で
に
戦
傷
病
以
外
の

　

原
因
で
死
亡
さ
れ
た
戦
傷
病
者
の

　

妻
③「
戦
没
者
の
妻
に
対
す
る
特
別
給

　

付
金
」へ
の
移
行
対
象
者
＝

　

平
成
８
年
10
月
１
日
〜
平
成
15
年

　

３
月
31
日
ま
で
に
戦
傷
病
が
原
因

　

で
死
亡
さ
れ
た
戦
傷
病
者
の
妻

新
た
に
該
当
に
な
っ
た
場
合

　

平
成
13
年
４
月
２
日
〜
平
成
15
年

　

４
月
１
日
の
間
に
、
増
加
恩
給
、

　

傷
病
年
金
な
ど
の
受
給
権
を
取
得

　

さ
れ
た
戦
傷
病
者
の
妻

　

＊
受
付
は
９
時
30
分
か
ら

●
と
こ
ろ
＝
上
甑
老
人
福
祉
セ
ン
タ

　

ー
【
川
内
地
域
】

●
と
き
＝
12
月
２
日（
日
）13
時
か
ら

　

＊
受
付
は
12
時
か
ら

●
と
こ
ろ
＝
川
内
文
化
ホ
ー
ル　

第

　

４
会
議
室

●
内
容
＝
更
新
講
習
・
失
効
講
習

●
対
象
＝
有
効
期
限
が
１
年
以
内
に

　

切
れ
る
免
状
ま
た
は
失
効
し
て
い

　

る
免
状
を
お
持
ち
の
方

●
受
講
料
＝

【
鹿
島
・
上
甑
地
域
】

　

▼
更
新
講
習
料
＝
８
６
０
０
円

　

▼
失
効
講
習
料
＝
１
万
４
６
０
０

　
　

円

特
別
弔
慰
金
の
請
求
は

　
　
　
　
　
　
　
　

お
済
み
で
す
か

　

戦
没
者
な
ど
の
死
亡
当
時
の
ご
遺

族
で
、
平
成
17
年
４
月
１
日
に
お
い

て
、
公
務
扶
助
料
や
遺
族
年
金
な
ど

を
受
け
る
方
が
い
な
い
場
合
に
、
第

８
回
特
別
弔
慰
金
と
し
て
額
面
40
万

円
、
10
年
償
還
の
記
名
国
債
が
支
給

さ
れ
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
ご
遺
族
の
方
は
、
次

の
順
番
に
よ
る
先
順
位
の
ご
遺
族
１

人
で
す
。
請
求
期
限
は
、
平
成
20
年

３
月
31
日
で
す
の
で
早
め
に
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
期
限
を
過
ぎ
る
と
時
効
に

よ
り
失
権
と
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

●
先
順
位
＝

　

⑴
弔
慰
金
の
受
給
権
者

　

⑵
戦
没
者
な
ど
の
子

　

⑶
戦
没
者
な
ど
と
生
計
関
係
を
有

　
　

し
て
お
り
、
か
つ
、
戦
没
者
な

　
　

ど
と
姓
が
同
じ
で
あ
る
①
父
母
、

　
　

②
孫
、
③
祖
父
母
、
④
兄
弟
姉

　
　

妹

　

⑷
右
記
⑶
以
外
の
①
父
母
、
②
孫
、

　
　

③
祖
父
母
、
④
兄
弟
姉
妹

　

⑸�

右
記
⑴
〜
⑷
以
外
の
ご
遺
族
で
、

戦
没
者
な
ど
の
死
亡
時
ま
で
引

き
続
き
１
年
以
上
生
計
関
係
を

有
し
て
い
た
三
親
等
内
の
親
族

　

＊
請
求
書
類
お
よ
び
添
付
書
類
は
、

　
　

本
庁
福
祉
課
ま
た
は
、
各
支
所

　
　

市
民
福
祉
課
へ
お
問
い
合
わ
せ

●
請
求
期
限
＝
平
成
21
年
９
月
30
日

　

ま
で

　

＊
期
限
を
過
ぎ
る
と
時
効
に
よ
り

　
　

失
権
と
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意

　
　

く
だ
さ
い
。

●�

問
合
先
＝
本
庁
福
祉
課
福
祉
Ｇ

（
内
線
２
１
２
１
）お
よ
び
各
支
所

　

市
民
福
祉
課

小
型
船
舶
免
状
の
更
新
・
失
効
講
習

【
鹿
島
地
域
】

●
と
き
＝
11
月
24
日（
土
）

　

10
時
30
分
か
ら

　

＊
受
付
は
10
時
か
ら

●
と
こ
ろ
＝
鹿
島
住
民
セ
ン
タ
ー

【
上
甑
地
域
】

●
と
き
＝
11
月
25
日（
日
）

　

10
時
か
ら

地 域 月　日 時　間 内　　容

川 内

11/20(火)
９:00 〜９:20 母 子 健 康 手 帳 交 付

10:00〜11:30 健 康 相 談（ 成 人 ・ 母 子 ）

11/27(火)
９:00 〜９:20 母 子 健 康 手 帳 交 付

10:00〜11:30 健 康 相 談（ 成 人 ・ 母 子 ）

入 来 11/19(月) 13:00〜16:00 母子健康手帳交付・健康相談（成人・母子）

東 郷 11/19(月) 10:00〜11:30 母子健康手帳交付・健康相談（母子）

【
川
内
地
域
】

　

▼
更
新
講
習
料
＝
９
０
０
０
円

　

▼
失
効
講
習
料
＝
１
万
５
０
０
０

　
　

円

　

＊
写
真
代
、
送
料
な
ど
を
含
む

　

＊
写
真
は
当
日
会
場
で
撮
影
し
ま

　
　

す
。

●
必
要
書
類
＝
更
新
ま
た
は
失
効
の

　

海
技
免
状
、
本
籍
記
載
の
住
民
票

　

の
写
し

●
問
合
先
＝

　

▼
鹿
島
・
上
甑
地
域

　
　

鹿
児
島
海
技
免
許
セ
ン
タ
ー

　
　

０
９
９（
２
２
４
）６
１
８
０

　

▼
川
内
地
域

　
　

西
園
海
事
事
務
所

　
　

０
９
９（
２
２
３
）０
３
６
５

＊近く実施予定の地域のみ掲載してあります。

14Kouhou  Satsumasendai 2007.11.10●


